
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請にあたっての詳細内容は、兵庫県 HPをご覧ください。 

 

兵庫県産業立地室  TEL:078-362-4154  

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr03/sr03_000000002.html 

◎法人事業税軽減１/４～１/２（最大５年間） 

◎雇用補助 30万円/人 他 

支 援 

措 置 

◎開設に必要な土地・建物の取得又は賃借契約 
申 請 

期 限 

 

申請の 

流 れ 

◎県内の正規職員が６人以上※増えること 

◎対象事業※を業とする事業者の支店、営業所など

の事務所であること  ※地域によっては 11人以上 

※対象事業は裏面をご覧ください 

申 請 

要 件 

◎県内でこれから事務所を開設する事業者 対象者 



 

 


